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　　　資料６

・救護所（応急処置のみ・ＡＥＤ有）は東・西それぞれの本部にあります。
・救急を要する事故が発生した場合は、救護員及び近くの審判員に申し出てください。
・１１９番する場合は、あわせて本部にも報告してください。


